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令和３年５月号        

蛭川駐在所 

発行者 加藤博也 

℡４５－２００４ 

4 月 １ ０ 日 、 中 津 川 市 や 県 内  

各 地 に お い て 市 役 所 や 役 場 の 職  

員 を 名 乗 り 「 還 付 金 が あ る 」「 近  

く の Ａ Ｔ Ｍ に 向 か っ て 欲 し い 」  

な ど と 電 話 が か か る 詐 欺 の 前 兆  

電 話 が 発 生 し て い ま す 。  

こ の 様 な 電 話 は 詐 欺 の 手 口 で す 。  

引 き 続 き 注 意 す る よ う に お 願 い し ま す 。  

 

  ※注意点  
〇還付金の手続きはＡＴＭでは  
できません。  

  〇留守番電話設定を活用し、犯
人からの電話に直接出ないよう
にしましょう。  

  〇お金に関する電話は詐欺の可  
能性があります。  

  家族や警察へ相談しましょう。  

【注意】還付金詐欺の前兆電話多発！！ 

令和３年３月２５日をもって蛭川駐在所へ着任しました  

   巡査長  加藤 博也  
と申します。  

中津川警察署での勤務はこれで４年目となりました。  

初めてひとつの町を受け持つことに責任感を感じて  

いると同時に、蛭川の住民との交流を楽しみにしてお  

ります。  

地域住民あっての駐在員ですので、警察で対応するべき  

困りごとや各種相談などは駐在所へご連絡ください。  

 どうぞよろしくお願いします。  

 

 

着 任 の あ い さ つ 

御用の五平くん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


